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国民年金保険料免除等の申請について
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金

や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
所得が少ない、失業、事業の廃止（廃業）などの理由で国民年金保険料を納付することが困難な

場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（5０歳未満）」
がありますので、役場の国民年金担当窓口（住民課住民グループ）で手続きをしてください。申請
書は窓口に備え付けてあります。

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除になり、出産予

定日の6か月前から手続きができます。
役場の国民年金担当窓口（住民課住民グループ）で手続きをしてください。申請書は窓口に備え

付けてあります。

マイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請について
国民年金の下記の手続きは、マイナポータルを利用して電子申請ができます。詳細は日本年金機構
のホームページをご覧ください。（https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html）
　電子申請可能な申請書等
　　・国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出
　　・付加保険料納付（辞退）申出
　　・付加保険料納付該当（非該当）届出
　　・国民年金保険料免除・納付猶予申請
　　・学生納付特例申請
　　・産前産後免除該当届
　　・口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）申出
　　・口座振替辞退申出

国民年金のご相談・お手続きについては、むつ年金事務所（☎０１75－22-4947）
または住民課住民グループ（☎０１75－33-2１35）までお問い合わせください。


